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衆
議
院
議
員
�
木
錬
太
郎
君
提
出
「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
」
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
全
国
の
す
べ
て
の
地
域
に
お
い
て
も
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
」
、
「
広
報
物
、
例
え
ば
ポ
ス
タ
ー
の
類
」
及

び
「
内
閣
官
房
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
推
進
本
部
事
務
局
が
関
与
す
る
イ
ベ
ン

ト
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
三
十
年
五
月
十
一

日
内
閣
衆
質
一
九
六
第
二
五
九
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
御

指
摘
の
「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
」
（
以
下
「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
」
と
い
う
。
）
の
普
及
啓
発
等
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
が
連
携
し
引

き
続
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

四
、
五
、
六
の
後
段
及
び
七
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
、
文
部
科
学
省
、
総
務
省
及
び
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
「
啓
発
ポ
ス
タ

ー
」
の
作
成
及
び
「
要
請
」
を
行
う
予
定
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
前
回
答
弁
書
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た

と
お
り
、
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
普
及
啓
発
等
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
が
連
携
し
引
き
続
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
く
考
え
で

あ
る
。

一



六
の
前
段
に
つ
い
て

総
務
省
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の
「
普
及
啓
発
」
に
関
す
る
取
組
は
行
っ
て
い
な
い
。

八
の
�
に
つ
い
て

東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、
同
都
以
外
で
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
導
入
し
て
い
る
道
府
県
の
数
は
、
平
成
二
十
九
年

三
月
現
在
で
六
府
県
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
平
成
三
十
年
二
月
五
日
現
在
で
は
十
八
道
府
県
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

御
指
摘
の
「
東
京
都
の
方
針
」
が
「
全
国
の
地
方
公
共
団
体
が
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
普
及
啓
発
に
取
り
組
む
際
の
阻
害
要
因
と

な
っ
て
い
る
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。

八
の
�
に
つ
い
て

内
閣
府
に
お
い
て
は
、
そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
掲
載
す
る
に
当
た
り
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
東
京
都
に

対
し
て
情
報
提
供
し
て
い
る
。

二


